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解答上の注意 

１．試験開始の合図があるまで、この問題の中を見てはいけません。 

２．問題用紙は１枚、解答用紙は２枚（各問について１枚）、下書き用紙は１枚

です。 

３．解答用紙には、熊本大学大学院法曹養成研究科の受験番号のみを記入し、氏

名は記入しないで下さい。 

４．解答用紙は、第１問と第２問とで異なります。それぞれ正しい用紙に解答し

て下さい。 

５．解答は横書きにして、各問につき１枚の解答用紙（裏面使用も可）に収めて

下さい。解答用紙の追加・交換はしません。 

６．解答にはボールペンまたは鉛筆を使用して下さい。 

７．問題の内容に関する質問には応じません。 

８．貸与した六法に書き込みをしてはいけません。 

９．試験終了後、問題用紙および下書き用紙は持ち帰って下さい。



［第１問］（配点：６０点） 

 
Ａ・Ｂは夫婦であり、その間に子Ｃがいる。Ｂは本件土地を所有し、Ａは同土地上に本件建物

を所有していた。ＡのＤに対する債務を担保するため、本件土地・建物に共同抵当権が設定・登

記された。その後、Ａが死亡し、本件建物はＢ・Ｃが相続した。そして、その後、ＢのＥに対す

る債務を担保するため、本件土地に抵当権が設定・登記された後、Ｄの共同抵当権の設定契約が

解除され、同抵当権の登記は抹消された。その後、Ｅの抵当権が実行され、Ｆが買受人となった。 
Ｆが、Ｂ・Ｃに対して建物収去・土地明渡しを請求した場合、この請求は認められるか。根拠

を明示して論じなさい。 
 
 
 

［第２問］（配点：４０点） 

 
Ａは自己の所有する土地の売却をＢに委任し、代理権を与えるとともに、委任状および移転登

記必要書類を交付した。しかし、その後、Ａは、この委任はＢの強迫によるものであるとして、

これを取り消した。ところが、Ａが委任状と移転登記必要書類をＢから直ちに取り戻さなかった

ために、Ｂは、Ａの代理人として、事情を知らないＣにその土地を売却し、移転登記も済ませて

しまった。 
ＡがＣに対して土地の返還および移転登記の抹消を請求してきた場合、Ｃがこの請求を拒絶す

るための主張としてはどのようなものが考えられるか。また、Ａによる委任取消しがＢからＣへ

の本件土地の売却・移転登記後であった場合はどうか。根拠を明示して論じなさい。 
 
 

以上 
 

 


